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環
境
ゴ
ミ
問
題
を
問
う

堀
越
道
男 

議
員

度
の
退
職
者
31
名
に
対
し
、
新

規
採
用
は
専
門
職
員
９
名
を
採

用
す
る
予
定
で
す
の
で
、
22
名

の
職
員
が
減
少
す
る
た
め
、
機

構
改
革
を
実
施
す
る
も
の
。

　

 　

機
構
改
革
の
概
要
は
、
１
つ

が
業
務
の
二
重
構
造
を
解
消
し

指
揮
命
令
系
統
の
一
本
化
を
図

る
こ
と
で
、石
下
支
所
庶
務
課
、

市
民
生
活
課
、
保
健
福
祉
課
、

会
計
課
石
下
分
室
、
教
育
委
員

会
石
下
分
室
、
農
業
委
員
会
石

下
分
室
の
業
務
を
本
庁
業

務
と
統
合
。

　

 　

２
つ
目
が
独
立
し
た
業

務
部
門
の
水
海
道
庁
舎
、

石
下
庁
舎
へ
の
配
置
で
、

水
海
道
庁
舎
に
集
中
し
て

い
た
業
務
部
門
を
石
下
庁

舎
や
既
存
施
設
等
に
配
置

し
、
地
域
の
均
衡
あ
る
行

政
体
制
を
構
築
す
る
。
ま

た
、
保
健
福
祉
課
が
移
動

し
た
後
の
石
下
総
合
福
祉

セ
ン
タ
ー
に
は
教
育
委
員

会
を
配
置
。

　

 　

な
お
、
５
月
に
実
施
す
る
機

構
改
革
に
よ
り
、
新
た
な
業
務

部
門
や
庁
舎
に
配
置
す
る
部
署

な
ど
市
の
組
織
が
大
き
く
変
わ

る
こ
と
か
ら
、
４
月
に
広
報
紙

や
チ
ラ
シ
を
全
戸
配
布
し
ホ
ー

ム
ペ
ー
ジ
へ
も
掲
載
す
る
な

ど
、
市
民
へ
の
周
知
徹
底
を
図

る
。

 

〈
そ
の
他
の
質
問
事
項
〉

○ 

予
約
型
乗
合
交
通
の
運
営
と
活

用
に
つ
い
て
。

○ 

循
環
型
形
成
社
会
作
り
に
つ
い
て

質 

問　

循
環
型
社
会
形
成
基
本
法

で
は
第
１
に
ゴ
ミ
の
発
生
を
抑

制
。
第
２
に
繰
り
返
し
使
用
す

る
こ
と
で
減
量
化
。
第
３
に
リ

サ
イ
ク
ル
に
よ
る
資
源
の
循

環
。
そ
し
て
最
後
に
燃
料
と
し

て
利
用
。
廃
棄
物
の
優
先
順
位

を
法
律
で
初
め
て
決
め
、
そ
の

後
拡
大
。
生
産
者
責
任
、
デ
ポ

ジ
ッ
ト
制
の
導
入
も
提
起
さ
れ

た
。
し
か
し
ゴ
ミ
行
政
は
資
源

循
環
型
と
逆
行
す
る
方
向
に
進

ん
で
い
る
。
当
市
及
び
常
総
地

方
広
域
圏
市
町
村
事
務
組
合
は

ゴ
ミ
の
減
量
化
に
ゴ
ミ
袋
の
値

上
げ
や
粗
大
ゴ
ミ
の
有
料
回
収

す
る
方
針
が
出
さ
れ
て
い
る
。

将
来
に
向
け
て
ゴ
ミ
も
資
源
も

生
か
す
と
い
う
基
本
方
針
に
基

づ
い
て
、
発
生
の
抑
制
、
分
別

の
徹
底
、
循
環
処
理
の
優
先
順

位
を
ふ
ま
え
て
施
策
を
展
開
す

る
。
有
料
化
で
住
民
を
敵
視
す

る
の
で
は
な
く
、
共
に
考
え
、

知
恵
を
出
し
合
っ
て
減
量
化
す

る
方
向
が
望
ま
し
い
。
ゴ
ミ
を

有
料
化
し
て
減
ら
す
方
向
で
進

め
る
の
か
ど
う
か
尋
ね
る
。

答 

弁
（
都
市
建
設
部
長
） 

常
総
地

方
広
域
市
町
村
圏
事
務
組
合
に

お
け
る
ご
み
の
減
量
化
対
策

は
、
常
総
環
境
セ
ン
タ
ー
が
、

圏
域
内
各
市
か
ら
３
名
ず
つ
の

一
般
市
民
代
表
か
ら
構
成
す
る

「
ご
み
減
量
化
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト

委
員
会
」
を
立
上
げ
協
議
し
て

き
た
。
そ
の
組
織
と
と
も
に
関

係
４
市
の
担
当
職
員
か
ら
な
る

ワ
ー
キ
ン
グ
チ
ー
ム
を
作
り
、

ゴ
ミ
の
減
量
化
に
つ
い
て
具
体

的
な
検
討
を
し
て
、
生
ご
み
の

堆
肥
化
事
業
の
推
進
と
と
も

に
、
ゴ
ミ
袋
の
有
料
化
に
つ
い

て
も
検
討
し
て
い
る
。

　

 　

常
総
環
境
セ
ン
タ
ー
の
新
施

設
の
稼
動
時
に
は
、
ゴ
ミ
の
分

別
を
現
在
の
５
種
13
分
別
か
ら

５
種
16
分
別
に
細
分
化
、
ゴ
ミ

と
し
て
処
分
す
る
の
で
は
な

く
、
資
源
と
し
て
リ
サ
イ
ク
ル

す
る
品
目
と
量
増
や
す
。
そ
の

際
リ
サ
イ
ク
ル
で
き
る
資
源
物

は
無
料
と
し
て
、
そ
の
他
の
も

の
は
有
料
化
の
考
え
方
を
導
入

す
る
。

　
 　

広
域
に
お
け
る
廃
棄
物
の
処

理
に
つ
い
て
は
、
構
成
団
体
が

足
並
み
を
そ
ろ
え
て
進
め
る
必

要
が
あ
り
、
関
係
市
の
協
議
の

中
で
は
有
料
化
が
ご
み
の
減
量

化
及
び
リ
サ
イ
ク
ル
活
動
を
推

進
す
る
た
め
の
有
効
な
方
法
の

一
つ
と
考
え
て
い
る
。

 

〈
そ
の
他
の
質
問
事
項
〉

○
最
終
処
分
場
に
つ
い
て
。

○ 

蔵
持
地
区
の
産
業
廃
棄
物
処
理

場
建
設
に
対
し
て
の
「
環
境
審

議
会
」
の
答
申
を
ど
う
受
け
止

め
て
い
る
か
。

○ 

公
害
防
止
条
例
と
環
境
基
本
条

例
に
つ
い
て
。

○ 

側
溝
清
掃
と
ふ
た
か
け
に
つ
い

て
。 
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